
看護職員の負担軽減及び処遇改善のための取り組み計画 

当院では、看護職員の負担軽減及び処遇改善に資することを目的とする計画を策定し、これに基づき 

以下のような取り組みを実施しております。 

 

1. 看護職員の負担軽減及び処遇の改善に資する体制 

(1) 多職種からなる業務分担を検討する会議 

開催頻度 年 2 回以上(必要な都度) 

(2) 会議構成メンバー 

病院長、看護部長、事務長、薬剤部長、リハビリテーション科長、放射線科長、臨床検査科係長、

栄養課係長、医療福祉相談室係長、医事課係長、歯科衛生士 

(3) 看護職員の負担軽減及び処遇改善に資する計画 

・計画の策定 

・職員に対する周知 (院内掲示) 

(4) 看護職員の負担軽減及び処遇改善に関する取り組み事項の公開 

・院内掲示 

・ホームページ掲載 

 

2. 看護職員の勤務状況の把握や配慮 

(1) 多様な勤務形態の導入(夜勤専従職員の増員、病棟機能別のシフト勤務体制、育児時短勤務の延長

等) 

(2) 11 時間以上の勤務間隔の確保 

(3) 連続勤務 5 日以内 

(4) 夜勤明け翌日の原則休み 

(5) 奉行クラウドの奉行シフトシステムを運用したリアルタイムな勤務状況把握(時間外勤務、有給取

得率等) 

(6) 派遣看護補助者の拡大 

(7) 外国人技能実習生の受入れ 

(8) 集団研修から個別オンライン研修への推進 

(9) メンタルヘルスチェックの実施とフォローアップ 

 

 

 

 

 

 



3. 看護職員と他職種との業務分担 

薬剤部 ・持参薬チェック、中心静脈、末梢静脈栄養の無菌製剤、懸濁法の継続 

・服薬指導、退院時服薬指導 

・病棟薬剤業務の実施対象病棟における一部の末梢点滴のミキシングと

配薬 

リハビリテーション科 ・リハビリ実施時の患者送迎 

・褥瘡予防のためのポジショニングラウンドの実施とポジショニング表

の作成 

・食事ラウンドの実施 

・病棟レクリェーションや嚥下体操等の実施 

・入院時評価(嚥下、食事動作等)の実施 

・トイレ誘導、入浴、整容等の日常生活動作介入 

・病棟でのナースコール対応補助 

・口腔清拭の実施 

・リハビリ職員の病棟配置の検討 

臨床検査科 ・人間ドック、外来の採血業務への臨床検査技士配置 

・移動困難な入院患者の心電図検査をベッドサイドで実施 

・入院患者の事前予約血液検査のスピッツ準備 

・パニック値の担当医師への直接報告 

放射線科 ・造影剤等の薬剤の管理 

・インジェクションポンプの管理 

・撮影前後の患者の移動補助・造影剤注入の検討 

栄養課 ・喫食状況確認 

・栄養スクリーニングの実施 

・食事摂取量や体重変動のモニタリング 

医療福祉相談室 ・入院患者及び家族からのクレーム対応 

・入退院支援への専任看護師の負担軽減 

・CS セット、自費、室料差額等の入院前説明 

・介護タクシー等の搬送手段の手配 

医事課 ・CS セット及び自費の申込書及び同意書の取得 

・同意書、紹介状等の保存文書の電子カルテへの取り込み 

・ワクチン接種、市民健診、面会予約の電話受付 

・面会時の面会許可証の配布と管理 

情報システム課 ・病棟への情報システム課の担当者配置の検討 

 


